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令和７年第８回岩美町議会定例会(１２月議会)会期及び審議日程(予定) 

月 日 曜日 会  議 会 議 の 内 容 備 考 

１２/２３ 火 本会議 １ 開会（開議）宣告 

1)議事日程の報告

2)諸般の報告

２ 議事日程 

1) 会議録署名議員の指名

2) 会期の決定

3) 町長の所信表明

4) 一般質問

２４ 水 本会議 １ 開議宣告 

1)諸般の報告

２ 議事日程 

1)一般質問

各常任委員会 

２５ 木 本会議 １ 開議宣告 

1)諸般の報告

２ 議事日程 

1) 総務教育常任委員会行政

事務調査報告

2) 産業福祉常任委員会行政

事務調査報告

3) 議案審議

4) 請願等処理

5) 追加議案、発議案等審議

３ 閉会宣告 

議会だより調査特別委員会 
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令
和
７
年
第
８
回
岩
美
町
議
会
定
例
会
一
般
質
問

 
Ｎ
Ｏ
.１

 

通
告
順

 
氏
 
 
名
 

質
 
問
 
事
 
項
 

質
 
問

 
要
 
旨
 

１
．
 

宮
本
 
純
一
 

１
．
有
害
鳥
獣
捕
獲
の
取
り
組
み
に

つ
い
て
 

前
期
を
振
り
返
り
、
本
当
に
様
々
な
良
い
取
り
組
み
を
さ
れ
た

と
評
価
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
当
選
直
後
、
応
援
さ
れ
た
皆
様
か

ら
一
段
ギ
ア
を
上
げ
て
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
の
励
ま

し
の
言
葉
が
あ
っ
た
。

 

私
は
ギ
ア
を
上
げ
る
と
と
も
に
、
ア
ク
セ
ル
を
踏
み
続
け
る
４

年
間
に
期
待
を
し
て
い
る
。

 

改
め
て
長
戸
町
長
の
意
気
込
み
を
伺
う
。

 

(1
)

令
和
３
年
当
時
、
有
害
鳥
獣
の
焼
却
受
け
入
れ
さ
れ
て
い

た
、
神
谷
の
清
掃
工
場
の
稼
働
が
あ
と
３
か
月
と
な
り
、
４
年

度
運
用
の
新
処
理
場
リ
ン
ピ
ア
い
な
ば
に
お
い
て
は
、
捕
獲
鳥

獣
の
焼
却
は
行
わ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。
捕
獲
個
体
の
処
理
負

担
軽
減
の
た
め
、
町
長
は
、
本
町
に
合
っ
た
施
設
整
備
の
方
向

性
を
き
ち
ん
と
示
し
た
い
と
言
わ
れ
そ
の
後
、
一
時
冷
凍
保
管

施
設
が
完
成
し
た
。

受
け
入
れ
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
現
在
の
状
況
を
伺
う
。

 

(2
)
農
林
水
産
省
は
、
２
０
２
５
年
度
モ
デ
ル
地
区
を
選
定
し
、

シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
鳥
獣
被
害
対
策
に
デ
ジ
タ
ル
技
術

を
活
用
す
る
「
ス
マ
ー
ト
捕
獲
等
普
及
加
速
化
事
業
」
の
推
進

を
公
表
し
た
。

ス
マ
ー
ト
捕
獲
を
導
入
す
る
自
治
体
に
対
し
て
、
セ
ン
サ
ー

カ
メ
ラ
や
Ａ
Ｉ
を
搭
載
し
た
わ
な
の
設
置
費
な
ど
を
補
助
し

全
国
北
海
道
か
ら
鹿
児
島
ま
で
の
２
０
の
県
が
モ
デ
ル
地
区

に
指
定
さ
れ
中
国
地
方
で
は
広
島
県
が
実
施
し
て
い
る
。
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本
町
の
令
和
７
年
度
更
新
さ
れ
た
鳥
獣
被
害
防
止
計
画
に

も
新
し
い
技
術
の
活
用
を
進
め
る
と
の
記
載
が
あ
る
が
、
さ
ら

な
る
駆
除
捕
獲
に
か
か
る
負
担
軽
減
に
向
け
て
ス
マ
ー
ト
捕

獲
の
導
入
に
取
り
組
ま
な
い
か
伺
う
。

 

(3
)
全
国
的
に
ク
マ
の
被
害
が
報
道
さ
れ
て
い
る
。
特
に
東
北
地

方
の
ク
マ
出
没
に
よ
る
被
害
が
頻
発
し
て
い
る
。
本
来
は
山
に

生
息
す
る
ク
マ
が
市
街
地
に
出
没
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
前

本
町
で
も
人
身
被
害
が
あ
っ
た
が
、
本
町
の
ク
マ
被
害
や
出
没

な
ど
の
目
撃
情
報
を
伺
う
。

(4
)
１
１
月
１
５
日
早
朝
、
ク
マ
が
河
崎
た
め
池
か
ら
山
へ
移
動

し
て
い
る
の
が
目
撃
さ
れ
、
ま
た
、
集
落
内
の
柿
の
木
に
爪
痕

が
あ
っ
た
と
の
こ
と
だ
が
、
地
図
上
で
は
山
か
ら
岩
美
南
小
学

校
ま
で
４
０
０
メ
ー
ト
ル
と
か
な
り
近
距
離
の
中
、
登
校
す
る

と
し
た
判
断
理
由
と
初
動
対
応
を
伺
う
。

(5
)
鳥
取
県
ク
マ
類
総
合
対
策
事
業
実
施
要
項
の
第
６
で
は
、
放

任
果
樹
伐
採
は
農
林
被
害
防
止
目
的
や
果
樹
園
以
外
で
、
集
落

へ
の
出
没
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
判
断
し
た
場
合
実
施
で

き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
放
任
果
樹
伐
採
事
業
に
取
り
組
ま
な
い

か
伺
う
。

(6
)
１
１
月
１
１
日
、
智
頭
町
大
背
で
県
内
初
の
緊
急
銃
猟
訓
練

が
行
わ
れ
た
。
岩
美
町
も
参
加
さ
れ
た
と
聞
い
て
い
る
が
、
訓

練
を
通
し
て
本
町
で
の
緊
急
銃
猟
実
施
の
課
題
を
ど
う
と
ら

え
て
い
る
か
伺
う
。
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(7
)
県
は
１
１
月
１
９
日
、
銃
猟
免
許
を
持
つ
ハ
ン
タ
ー
を
県
の

専
門
職
員
と
し
て
採
用
す
る
方
針
を
示
し
た
。
自
治
体
判
断
で

発
砲
で
き
る
「
緊
急
銃
猟
」
で
市
町
村
や
地
元
の
ハ
ン
タ
ー
が

対
応
で
き
な
い
場
合
に
、
市
町
村
か
ら
依
頼
を
受
け
て
出
動
す

る
よ
う
だ
。

し
か
し
基
本
は
、
ま
ず
は
、
地
元
猟
友
会
に
よ
る
駆
除
体
制

が
優
先
さ
れ
る
が
、
ハ
ン
タ
ー
不
足
に
対
し
て
、
県
や
本
町
で

は
ど
の
よ
う
な
人
材
確
保
、
育
成
の
取
り
組
み
を
行
お
う
と
し

て
い
る
の
か
伺
う
。

 

(8
)
有
害
鳥
獣
駆
除
の
担
い
手
と
し
て
、
地
域
お
こ
し
協
力
隊
を

募
集
し
て
い
る
他
県
の
事
例
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み

に
つ
い
て
本
町
で
は
ど
う
考
え
る
か
。

(9
)

ハ
ン
タ
ー
は
駆
除
に
協
力
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
と
し
て
住
民
の
安
全
を
守
る
と
い
う
志
の
下
で
危
険

な
駆
除
に
協
力
し
て
お
ら
れ
る
。
世
論
も
、
危
険
な
仕
事
に
対

し
て
報
酬
の
見
直
し
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
他
県

で
は
誤
射
事
故
な
ど
で
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
の
元
隊
員
が

地
裁
に
提
訴
さ
れ
た
。
駆
除
依
頼
時
の
事
故
対
応
や
駆
除
報
酬

な
ど
の
待
遇
改
善
の
考
え
を
質
す
。
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２
．
教
員
の
働
き
方
改
革
に
つ
い
て

 
本
町
の
義
務
教
育
に
お
け
る
課
題
や
方
針
に
つ
い
て
、
新
た
な

３
年
間
の
任
期
が
ス
タ
ー
ト
さ
れ
て
い
る
大
西
教
育
長
の
考
え

を
ま
ず
伺
う
。
 

(1
)
令
和
３
年
６
月
定
例
会
一
般
質
問
で
は
、
部
活
動
の
地
域
移

行
に
つ
い
て
、
前
の
寺
西
教
育
長
は
県
の
検
討
会
に
お
い
て
の

議
論
を
参
考
に
し
て
教
育
の
一
環
と
な
る
部
活
動
と
し
て
い

く
と
答
弁
さ
れ
た
。
あ
れ
か
ら
３
年
が
経
過
す
る
中
、
こ
の

１
０
月
に
も
部
活
動
を
検
討
す
る
会
を
持
た
れ
た
よ
う
だ
が
、

本
町
の
取
り
組
み
の
進
捗
状
況
を
伺
う
。

(2
)
新
聞
報
道
に
よ
る
と
、
文
部
科
学
省
よ
り
９
月
２
６
日
に
さ

ら
な
る
教
員
の
働
き
方
改
革
を
進
め
る
た
め
、
業
務
量
の
適
切

な
管
理
に
関
す
る
指
針
を
改
定
さ
れ
教
育
委
員
会
に
通
知
が

な
さ
れ
た
よ
う
だ
が
そ
の
内
容
を
伺
う
。

(
3
)
学
校
以
外
が
担
う
べ
き
業
務

教
員
以
外
が
積
極
的
に
参
画
す
べ
き
業
務

教
員
の
業
務
だ
が
負
担
軽
減
を
促
進
す
べ
き
業
務

等
の
項
目
が
あ
る
が
優
先
す
べ
き
取
り
組
み
を
伺
う
。
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３
．
学
校
整
備
の
調
査
研
究
・
検
討

に
つ
い
て
 

(1
)
全
国
的
に
少
子
高
齢
化
や
人
口
減
少
に
よ
り
、
学
校
の
統
廃

合
が
町
村
教
育
行
政
の
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
 

岩
美
南
小
学
校
は
、
２
０
０
１
年
（
平
成
１
３
年
）
４
月
に

統
合
さ
れ
こ
れ
で
町
内
３
校
と
な
り
２
４
年
が
経
過
し
た
。

 

各
小
学
校
児
童
数
の
推
移
予
測
が
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
と
今

後
の
推
移
に
つ
い
て
伺
う
。

 

(2
)

将
来
的
に
は
必
ず
児
童
数
の
減
少
が
予
測
さ
れ
て
い
る
中

で
今
、
本
町
の
適
正
な
学
級
数
や
学
校
数
に
お
け
る
学
校
整
備

の
調
査
研
究
、
検
討
を
始
め
る
段
階
に
き
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。

大
西
教
育
長
の
見
解
を
伺
う
。
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Ｎ
Ｏ
.２

 

通
告
順

 
氏
 
 
名
 

質
 
問
 
事
 
項
 

質
 
問
 
要
 
旨
 

２
．
 

柳
 
正
敏
 

１
．
２
期
目
と
な
る
長
戸
町
政
運
営

を
問
う
 

１
．
公
約
に
掲
げ
た
３
つ
の
分
野
の
施
策
の
柱
中
、
３
項
目
に
つ

い
て
具
体
的
な
取
り
組
み
を
確
認
し
た
い
。

 

(1
)
２
期
目
の
就
任
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
先
の
町
長
選
挙

に
お
い
て
、
本
町
の
問
題
点
・
改
善
点
を
ど
う
捉
え
た
中
で
、

町
民
の
皆
様
に
何
を
訴
え
よ
う
と
さ
れ
た
か
。

２
期
目
に
か
け
る
思
い
を
、
ま
ず
伺
う
。

 

(2
)
子
育
て
の
ま
ち
づ
く
り
分
野
に
お
い
て
の
、
不
登
校
生
徒
に

対
す
る
支
援
強
化
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

(3
)
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
分
野
に
お
い
て
の
、
み
ん
な
で

支
え
あ
う
ま
ち
づ
く
り
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

(4
)
ひ
と
（
若
者
）
が
集
う
ま
ち
づ
く
り
分
野
に
お
い
て
の
、
産

業
振
興
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

２
．
本
町
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
上
で
、
地
元
商
工
会
と

の
更
な
る
連
携
協
力
は
重
要
と
な
る
。

 

(1
)
商
工
会
と
の
連
携
協
力
の
重
要
性
・
必
要
性
を
ど
う
考
え
て

お
ら
れ
る
か
。
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(2
) 

商
工
会
と
の
連
携
し
た
取
り
組
み
状
況
と
課
題
を
ど
う
捉

え
て
い
る
か
。
 

  

 

(3
) 

商
工
会
が
現
在
以
上
の
有
効
な
ま
ち
づ
く
り
に
向
け
た
取

り
組
み
を
図
る
た
め
に
は
、
更
な
る
情
報
共
有
と
共
に
、
財
政

支
援
の
拡
充
の
検
討
が
必
要
と
考
え
る
。

 

  

 

３
．
行
政
が
多
様
化
、
専
門
化
し
て
い
る
現
在
に
お
い
て
、
職
員

増
員
の
検
討
が
必
要
な
時
期
で
は
な
い
か
。

 

 (1
) 
現
在
の
役
場
業
務
の
遂
行
に
あ
た
り
、
職
員
数
は
適
正
と
考

え
て
お
ら
れ
る
か
。

 

  

 

(2
) 

各
施
策
の
事
業
に
お
い
て
の
設
計
業
務
等
を
一
括
し
て
行

う
専
門
部
署
を
設
置
す
べ
き
と
考
え
る
。
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Ｎ
Ｏ
.３

 

通
告
順

 
氏
 
 
名
 

質
 
問
 
事
 
項
 

質
 
問

 
要
 
旨
 

３
．
 

川
口
 
耕
司
 

１
．
岩
美
町
農
業
の
持
続
的
発
展
に

向
け
た
振
興
策
に
つ
い
て

 

高
齢
化
や
後
継
者
不
足
が
進
む
中
、
地
域
農
業
を
守
り
将
来
に

わ
た
っ
て
農
家
が
意
欲
を
も
っ
て
経
営
を
継
続
で
き
る
環
境
整

備
は
急
務
で
あ
り
ま
す
。

 

本
町
の
振
興
作
物
で
あ
る
蕎
麦
は
、
水
田
活
用
の
直
接
支
払
い

交
付
金
や
産
地
交
付
金
の
対
象
作
物
と
し
て
奨
励
さ
れ
、
農
家
の

皆
様
が
地
域
農
業
の
維
持
発
展
に
努
め
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
し
か

し
、
乾
燥
・
調
製
を
担
っ
て
こ
ら
れ
た
町
外
の
団
体
が
、
運
営
上

の
理
由
に
よ
り
受
け
入
れ
で
き
な
い
と
の
連
絡
が
あ
り
、
来
年
度

以
降
の
生
産
継
続
に
影
響
が
出
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
本
町

に
は
生
産
者
が
共
同
で
利
用
で
き
る
公
的
な
乾
燥
調
製
施
設
は

あ
り
ま
せ
ん
。
生
産
者
の
経
営
安
定
と
所
得
向
上
に
向
け
た
課
題

に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。

 

(1
)

今
ま
で
利
用
し
て
き
た
町
外
施
設
が
突
然
利
用
で
き
な
く

な
っ
た
事
態
を
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、

こ
の
連
絡
を
受
け
た
後
の
町
の
対
応
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま

す
。

(2
) 
「
２
０
２
５
年
度
岩
美
町
農
業
再
生
協
議
会
水
田
収
益
力
強

化
ビ
ジ
ョ
ン
」
で
は
、
蕎
麦
へ
の
転
作
推
進
を
行
う
目
的
で
新

規
作
付
け
を
行
う
生
産
者
へ
の
助
成
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、

町
と
し
て
も
蕎
麦
は
振
興
作
物
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
て

い
る
は
ず
で
す
。
地
域
の
主
要
産
業
で
あ
る
農
業
を
持
続
可
能

に
す
る
た
め
、
今
回
の
状
況
を
踏
ま
え
今
後
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
必

要
で
す
。
町
長
の
見
解
を
お
伺
い
し
ま
す
。

10



(3
)
先
の
一
般
質
問
に
お
い
て
、
町
当
局
は
蕎
麦
の
た
め
の
共
同

乾
燥
調
製
施
設
に
つ
い
て
「
町
内
に
整
備
す
る
こ
と
は
考
え
て

い
な
い
」
と
の
答
弁
で
し
た
。
「
考
え
て
い
な
い
」
と
判
断
し

た
具
体
的
な
根
拠
を
お
伺
い
し
ま
す
。

(4
)

財
政
面
や
運
営
面
で
の
課
題
が
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
ま

す
。
施
設
整
備
を
し
な
い
と
い
う
方
針
で
あ
れ
ば
、
生
産
者
が

個
別
に
機
械
を
導
入
、
又
は
、
個
別
に
持
っ
て
い
る
施
設
を
生

産
者
が
共
同
で
有
効
活
用
す
る
際
の
支
援
制
度
の
創
設
に
つ

い
て
お
伺
い
し
ま
す
。

(5
)
町
の
蕎
麦
生
産
は
、
町
内
の
団
体
が
刈
り
取
り
作
業
を
す
べ

て
請
け
負
う
こ
と
で
成
立
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
地
域
農
業
を

支
え
る
重
要
な
役
割
で
す
が
、
使
用
さ
れ
て
い
る
汎
用
コ
ン
バ

イ
ン
は
購
入
か
ら
か
な
り
の
年
数
が
経
過
し
老
朽
化
が
進
ん

で
い
る
と
伺
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
機
械
が
故
障
し
た
場
合
、
蕎

麦
生
産
が
不
可
能
と
な
る
リ
ス
ク
が
あ
り
ま
す
。
高
額
な
更
新

費
用
と
農
業
機
械
の
老
朽
化
が
も
た
ら
す
生
産
リ
ス
ク
、
作
業

受
託
体
制
を
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

ま
た
、
こ
の
体
制
を
維
持
す
る
た
め
に
、
町
は
ど
の
よ
う
な

関
与
や
支
援
策
を
考
え
て
い
く
の
か
お
伺
い
し
ま
す
。
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２
．
誰
も
が
笑
顔
で
暮
ら
せ
る
岩
美

町
の
実
現
に
向
け
た
町
政
運
営
に

つ
い
て
 

長
戸
町
長
は
２
期
目
の
町
政
運
営
に
あ
た
り
、
「
笑
顔
で
暮
ら

せ
る
町
づ
く
り
」
を
目
指
す
と
い
う
崇
高
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
掲
げ
ら

れ
ま
し
た
。
こ
の
素
晴
ら
し
い
目
標
の
実
現
に
向
け
て
、
高
齢
者

福
祉
・
子
育
て
分
野
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
具
体
的
な
道
筋
を
描

い
て
い
る
の
か
お
伺
い
し
ま
す
。

 
 (1
) 
町
長
が
目
指
す
「
笑
顔
で
暮
ら
せ
る
町
づ
く
り
」
に
お
い
て
、

高
齢
者
の
方
々
が
安
心
し
て
住
み
慣
れ
た
地
域
で
生
活
で
き

る
こ
と
は
不
可
欠
で
す
。
現
在
進
め
て
い
る
地
域
包
括
ケ
ア
を

さ
ら
に
進
化
さ
せ
る
た
め
に
、
２
期
目
で
は
ど
の
よ
う
な
施
策

に
注
力
さ
れ
ま
す
か
。
特
に
７
５
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
人
口

が
増
加
す
る
中
、
医
療
と
介
護
予
防
、
見
守
り
活
動
の
さ
ら
な

る
具
体
策
を
ど
の
よ
う
に
推
進
し
て
い
く
考
え
か
お
伺
い
し

ま
す
。
 

    

 

(2
) 
高
齢
者
の
健
康
寿
命
の
延
伸
に
は
、
社
会
参
加
や
地
域
住
民

と
の
交
流
が
不
可
欠
で
す
。
現
在
行
わ
れ
て
い
る
高
齢
者
サ
ー

ク
ル
活
動
助
成
事
業
や
健
康
教
室
に
加
え
、
運
動
や
趣
味
活
動

な
ど
を
取
り
入
れ
た
「
集
い
場
」
の
更
な
る
充
実
・
促
進
に
つ

い
て
新
た
な
取
り
組
み
や
展
望
を
お
伺
い
し
ま
す
。
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(3
)
未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
は
、
町
の
活
力
そ
の
も
の

で
す
。「

笑
顔
で
暮
ら
せ
る
町
づ
く
り
」
を
実
現
す
る
た
め
に

は
、
子
育
て
世
代
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環
境
整
備
が
重
要
で

す
。
旧
本
庄
小
学
校
跡
地
に
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
「
児
童

セ
ン
タ
ー
（
仮
称
）
」
は
雨
天
時
の
子
ど
も
の
遊
び
場
や
地
域

に
お
け
る
「
子
ど
も
の
居
場
所
」
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
、

２
０
２
６
年
１
０
月
の
開
設
を
目
指
し
て
い
る
こ
の
施
設
の

具
体
的
な
機
能
（
調
理
室
、
プ
レ
イ
ル
ー
ム
、
図
書
、
学
習
コ

ー
ナ
ー
な
ど
）
と
乳
幼
児
か
ら
高
校
生
世
代
ま
で
幅
広
い
年
代

の
利
用
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
こ
の
「
児
童
セ
ン
タ
ー
（
仮
称
）」

が
単
な
る
遊
戯
施
設
で
は
な
く
、
子
育
て
世
代
の
交
流
拠
点
や

育
児
相
談
の
場
と
し
て
も
機
能
す
る
よ
う
、
専
門
職
員
の
配
置

や
運
営
方
針
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
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No
.４

 

通
告
順

 
氏
 
 
名
 

質
 
問
 
事
 
項
 

質
 
問

 
要
 
旨
 

 

４
．
 

森
田
 
洋
子
 

１
．
重
点
支
援
地
方
交
付
金
の
有
効

な
活
用
を
 

令
和
７
年
１
１
月
２
１
日
に
「
強
い
経
済
を
実
現
す
る
総
合
経

済
対
策
」、

１
１
月
２
８
日
に
は
令
和
７
年
度
補
正
予
算
が
閣
議

決
定
さ
れ
た
。
 

主
な
内
容
は
、
「
ガ
ソ
リ
ン
税
の
暫
定
税
率
の
廃
止
」
「
来
年

 

１
月
か
ら
３
月
の
電
気
、
ガ
ス
代
支
援
」「

所
得
税
、
年
収
の
壁

見
直
し
に
よ
る
基
礎
控
除
引
上
げ
等
の
所
得
減
税
」
「
０
歳
か
ら

１
８
歳
ま
で
の
子
ど
も
た
ち
に
１
人
当
た
り
２
万
円
の
物
価
高

対
応
子
育
て
応
援
手
当
を
支
給
」
な
ど
が
あ
る
。

 

物
価
高
が
続
く
な
か
、
町
民
の
生
活
に
関
わ
る
経
済
対
策
と
認

識
し
て
い
る
。
 

 

(1
) 

ま
ず
は
現
在
の
物
価
高
の
現
状
認
識
と
こ
の
総
合
経
済
対

策
を
ど
う
捉
え
て
い
る
の
か
を
伺
う
。

 

  

 

政
府
は
さ
ら
に
「
自
治
体
が
自
由
で
使
え
る
重
点
支
援
地
方
交

付
金
の
拡
充
」
を
打
ち
出
し
た
。

 

こ
の
重
点
支
援
地
方
交
付
金
は
地
方
自
治
体
と
し
て
地
域
の

ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
行
え
る
物
価
高
対
策
の
支
援
と
し
て
有
効
だ
。
 

 

(2
) 

生
活
者
支
援
と
し
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
推
奨
メ
ニ
ュ
ー
が
あ

り
、
効
果
の
高
い
支
援
に
重
点
を
お
く
べ
き
と
考
え
る
が
、
本

町
に
と
っ
て
ど
う
い
っ
た
支
援
が
重
点
支
援
で
あ
る
か
町
長

の
考
え
を
伺
う
。
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ま
た
、
事
業
者
支
援
と
し
て
新
た
に
「
中
小
企
業
、
小
規
模
事

業
者
の
賃
上
げ
環
境
整
備
」
も
追
加
さ
れ
た
。

 

(3
)

地
域
の
実
情
に
応
じ
て
困
難
な
状
況
に
あ
る
事
業
者
を
支

援
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

(4
)

最
後
に
今
後
も
続
く
で
あ
ろ
う
物
価
高
に
対
し
て
ど
う
取

り
組
む
べ
き
か
町
長
の
考
え
を
伺
う
。

２
．
障
が
い
の
あ
る
方
の
支
援
強
化

を
 

本
町
に
は
障
害
者
手
帳
を
持
っ
て
い
る
人
が

 

身
体
障
害
者
手
帳

４
６
１
 

療
育
手
帳

９
２
 

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

 
１
３
７
 
で
あ
り
、
 

ひ
と
り
の
方
が
２
冊
持
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
認
識
し

て
い
る
。
 

支
援
、
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
税
金
の
減
免
、
控
除
、
医
療
費
、
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
助
成
、
就
労
支
援
、
公
共
料
金
の
割
引
、
交
通
機

関
、
施
設
の
割
引
が
あ
る
。

 

し
か
し
な
が
ら
当
事
者
は
知
ら
な
い
人
も
多
い
。

 

(1
)

そ
こ
で
、「

ミ
ラ
イ
ロ
Ｉ
Ｄ
」
と
い
う
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
向

け
ア
プ
リ
が
あ
る
。

ア
プ
リ
内
に
登
録
す
る
こ
と
で
、
手
帳
の
情
報
を
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
の
画
面
に
表
示
で
き
、
施
設
、
公
共
交
通
機
関
、
店
舗

等
で
障
が
い
者
割
引
が
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
町
が
地
域
の
公
共
施
設
な
ど
の
割
引
の
で
き
る
と
こ
ろ

に
登
録
し
て
も
ら
う
こ
と
で
利
用
者
が
増
え
る
メ
リ
ッ
ト
も

あ
る
と
考
え
る
が
ア
プ
リ
に
賛
同
し
普
及
啓
発
し
て
は
ど
う

か
。
 

15



(2
)

本
町
に
は
障
が
い
の
あ
る
方
の
支
援
を
し
て
い
る
と
考
え

る
が
ど
の
よ
う
な
支
援
を
行
っ
て
い
る
か
。

(3
)

町
民
の
方
か
ら
鳥
取
市
で
は
１
８
歳
か
ら
３
９
歳
の
方
を

対
象
と
し
た
健
康
診
査
の
自
己
負
担
金
の
支
援
が
あ
る
と
聞

い
て
お
り
本
町
で
も
行
え
な
い
か
と
の
声
を
聞
い
た
。

障
が
い
の
あ
る
方
の
健
康
管
理
を
目
的
と
し
た
支
援
を
し

て
は
ど
う
か
伺
う
。

 

(4
)
来
年
に
は
本
町
の
議
会
議
員
選
挙
も
控
え
て
い
る
。

誰
も
が
投
票
し
や
す
い
環
境
の
整
備
を
し
て
い
く
べ
き
で

あ
る
。
 

障
が
い
の
あ
る
方
や
高
齢
の
有
権
者
と
の
意
思
疎
通
を
図

り
、
適
切
な
対
応
を
す
る
た
め
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

 

ボ
ー
ド
」
や
「
選
挙
支
援
カ
ー
ド
」
が
あ
る
が
、
活
用
し
て
は

ど
う
か
。
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Ｎ
Ｏ
.５

 

通
告
順

 
氏
 
 
名
 

質
 
問
 
事
 
項
 

質
 
問

 
要
 
旨
 

５
．
 

升
井
 
祐
子
 

１
．
少
子
化
対
策
の
問
題
点
へ
の
対

応
に
つ
い
て
 

近
年
、
地
方
に
お
い
て
人
口
減
少
と
少
子
化
は
喫
緊
の
課
題
で

あ
り
、
様
々
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

 

し
か
し
、
そ
う
し
た
取
り
組
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
出
生
数
の

減
少
は
歯
止
め
が
か
か
っ
て
い
な
い
。
「
少
母
化
」
と
い
う
言
葉

も
出
始
め
て
い
る
よ
う
だ
。

 

要
因
の
一
つ
と
し
て
、
税
や
社
会
保
障
の
重
い
負
担
が
若
者
に

の
し
か
か
り
、
可
処
分
所
得
を
圧
迫
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
 

(1
)
直
近
数
年
間
の
婚
姻
数
、
出
生
数
の
推
移
は
ど
う
か
。
特
に

初
婚
、
初
産
年
齢
は
ど
の
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
か
。

(2
)
本
町
に
お
け
る

20
代
・
30

代
の
年
収
中
央
値
を
把
握
し
て

い
る
か
。

(3
)
若
者
世
代
の
税
、
社
会
保
険
料
の
負
担
が
本
町
も
含
め
て
出

生
数
減
少
に
影
響
し
て
い
る
と
考
え
る
か
。
ま
た
、
婚
姻
・
出

産
の
障
壁
に
な
っ
て
い
な
い
か
。

(4
)
本
町
に
お
け
る
子
育
て
支
援
は
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を
上
げ

て
い
る
と
考
え
る
か
。

(5
)
補
助
金
等
の
拡
充
支
援
は
大
切
で
あ
る
が
、
様
々
な
事
業
が

増
大
す
る
結
果
と
し
て
現
役
世
代
へ
の
増
税
に
つ
な
が
る
と

懸
念
す
る
。
事
業
拡
充
や
新
規
事
業
の
創
設
を
す
る
一
方
で
既

存
事
業
の
見
直
し
・
削
減
な
ど
無
駄
を
省
く
こ
と
も
、
若
年
層

も
含
め
町
民
の
税
負
担
の
観
点
か
ら
必
要
で
は
な
い
か
と
考

え
る
が
ど
う
か
。
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(6
)
本
町
は
子
育
て
施
策
に
力
を
入
れ
て
お
ら
れ
る
が
、
少
子
化

の
課
題
は
単
独
自
治
体
で
は
限
界
が
あ
る
と
考
え
る
。
少
し
で

も
こ
の
課
題
解
決
を
図
る
た
め
、
減
税
や
社
会
保
険
料
負
担
を

軽
減
し
若
年
層
へ
の
可
処
分
所
得
の
増
加
を
図
る
な
ど
更
な

る
少
子
化
対
策
を
国
や
県
に
対
し
て
要
望
す
る
必
要
が
あ
る

と
考
え
る
が
ど
う
か
。

２
．「

ア
ン
ガ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
の

活
用
に
つ
い
て
 

「
ア
ン
ガ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
と
は
、
怒
り
の
感
情
と
上
手
に

付
き
合
う
た
め
の
技
術
で
あ
る
。

 

人
間
が
抱
え
る
混
沌
と
し
た
怒
り
や
悲
し
み
、
劣
等
感
な
ど
を

自
分
の
中
で
整
理
し
、
そ
の
状
況
を
客
観
的
に
見
る
こ
と
で
、
そ

れ
を
適
切
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
問
題
解
決
を
図
る
ス
キ
ル
で
、

福
祉
分
野
・
教
育
現
場
・
企
業
な
ど
が
取
り
入
れ
、
ス
ト
レ
ス
軽

減
、
人
間
関
係
の
改
善
、
仕
事
の
生
産
性
向
上
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

防
止
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
り
効
果
が
出
て
い
る
。

 

(1
)
本
町
に
お
い
て
、
小
中
学
校
の
教
育
活
動
に
取
り
入
れ
て
い

る
と
聞
い
て
い
る
が
、
取
組
内
容
と
成
果
に
つ
い
て
伺
う
。

(2
)
研
修
会
な
ど
を
実
施
し
、
介
護
、
子
育
て
な
ど
の
分
野
で
活

用
し
て
は
ど
う
か
。
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Ｎ
Ｏ
.６

 

通
告
順

 
氏
 
 
名
 

質
 
問
 
事
 
項
 

質
 
問

 
要
 
旨
 

６
．
 

田
中
 
克
美
 

１
．
町
内
事
業
所
で
働
く
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ

ー
の

確
保

に
向

け
た

取
り

組
み
に
つ
い
て
 

要
介
護
認
定
を
受
け
た
あ
る
町
民
の
方
が
、
町
内
の
居
宅
介
護

支
援
事
業
所
で
働
く
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
が
手
い
っ
ぱ
い
で
、
鳥
取

市
内
の
事
業
所
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
と
言

わ
れ
た
と
い
う
話
を
、
人
づ
て
に
聞
い
た
。

 

全
国
的
に
２
０
１
８
年
ご
ろ
か
ら
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
不
足
が

深
刻
に
な
っ
て
い
る
と
知
り
、
そ
の
現
状
と
不
足
を
も
た
ら
し
て

い
る
原
因
を
知
る
に
つ
れ
て
、
町
内
の
現
実
は
例
外
で
は
な
い

し
、
手
立
て
を
打
た
な
い
と
深
刻
さ
を
増
す
ば
か
り
で
は
な
い
か

と
思
う
。
 

(1
)
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
が
本
来
業
務
に
専
念
で
き
る
よ
う
に
、
町

と
し
て
も
状
況
を
把
握
し
て
、
関
係
者
・
団
体
と
一
緒
に
な
っ

て
負
担
軽
減
策
を
検
討
す
る
こ
と
に
取
り
組
ん
で
は
ど
う
か
。
 

(2
)
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
対
す
る
給
与
支
援
、
事
業
継
続
の

た
め
の
財
政
支
援
を
検
討
す
べ
き
と
思
う
が
ど
う
か
。

(3
)

居
宅
介
護
支
援
に
限
ら
ず
訪
問
介
護
で
も
通
所
介
護
で
も

同
様
で
あ
る
が
、
移
動
距
離
が
長
い
な
ど
現
今
の
物
価
高
騰
に

よ
り
受
け
て
い
る
影
響
を
緩
和
す
る
支
援
策
の
検
討
は
ど
う

か
。

(4
)

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
不
足
を
招
い
て
い
る
様
々
な
問
題
点
を

根
本
的
に
解
決
す
る
た
め
に
は
、
国
レ
ベ
ル
の
対
策
が
不
可
欠

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
他
自
治
体
及
び
関
係
諸
団

体
と
連
携
し
て
、
国
に
根
本
的
対
策
を
求
め
る
た
め
行
動
す
べ

き
と
思
う
。
ど
う
か
。
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２
．
町
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の

削
減
目
標
に
つ
い
て

 

本
年
４
月
策
定
の
「
岩
美
町
地
球
温
暖
化
対
策
実
行
計
画
」
は
、

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
削
減
目
標
に
つ
い
て
、「

２
０
３
０

(
令

和
１
２

)年
度
に
２
０
１
３

(平
成
２
５

)
年
度
比
で
４
６
％
削
減

す
る
こ
と
を
目
標
」
と
す
る
と
し
て
い
る
。

 

(1
)
国
、
県
の
目
標
を
確
認
し
た
い
。

(2
)

実
行
計
画
に
よ
れ
ば
、
現
状
の
ま
ま
推
移
し
て
い
っ
た
場

合
、
２
０
１
３
年
比
の
削
減
率
は
３
５
．
２
％
で
あ
り
、
削
減

す
る
た
め
の
２
つ
の
追
加
対
策
を
想
定
し
た
場
合
の
削
減
率

は
４
８
．
２
％
に
な
る
と
い
う
認
識
で
い
い
か
。

(3
)
２
つ
の
追
加
対
策
に
よ
る
削
減
率
は
、
岩
美
町
が
削
減
を
め

ざ
し
て
意
識
的
に
取
り
組
み
を
進
め
た
う
え
で
の
到
達
で
は

な
い
と
思
う
し
、
県
と
の
整
合
を
図
る
と
い
う
観
点
か
ら
県
の

目
標
と
考
え
方
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
の
か
。

(4
)
県
に
倣
っ
て
６
０
％
の
目
標
を
か
か
げ
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し

い
実
行
計
画
に
改
定
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

(5
)
実
行
計
画
で
は
、
行
政
は
チ
ャ
レ
ン
ジ
ャ
ー
で
あ
る
町
民
・

事
業
者
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
役
割
だ
と
し
て
い
る
が
、
そ
の

役
割
に
と
ど
ま
ら
ず
、
町
管
理
の
施
設
・
設
備
に
つ
い
て
省
エ

ネ
１
０
０
％
を
め
ざ
し
た
年
次
計
画
を
も
っ
て
、
省
エ
ネ
対
策

で
も
省
エ
ネ
投
資
の
費
用
対
効
果
の
面
で
も
、
町
内
の
模
範
と

な
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
思
う
が
ど
う
か
。
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３
．
日
本
政
府
に
核
兵
器
禁
止
条
約

参
加
を
求
め
る
署
名
を
、
町
と
し

て
町

民
に

呼
び

か
け

る
こ

と
に

つ
い
て
 

広
島
・
長
崎
両
市
が
呼
び
か
け
て
設
立
し
た
世
界
平
和
連
帯
都

市
市
長
会
議
(現

・
平
和
首
長
会
議

)は
、
１
９
９
１
年
に
国
連
経

済
社
会
理
事
会
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
登
録
さ
れ
て
い
る
が
、
今
年
１
２
月

１
日
現
在
、
加
盟
が
１
６
６
ヵ
国
・
地
域
の
８

,５
５
２
都
市

(
国

内
１
,７

４
０
都
市
)
と
な
っ
て
お
り
、
県
内
で
は
全
市
町
村
が
加

盟
し
て
い
る
。
岩
美
町
は
、
２
０
１
４
年
９
月
に
県
内
８
番
目
と

し
て
加
盟
し
た
。
 

 

(1
) 
平
和
首
長
会
議
は
、
加
盟
後
の
活
動
例
と
し
て
「
核
兵
器
禁

止
条
約
」
の
早
期
締
結
を
求
め
る
署
名
活
動
の
展
開
を
上
げ
て

い
る
。
こ
の
趣
旨
を
生
か
し
た
行
動
と
し
て
、
日
本
政
府
に
核

兵
器
禁
止
条
約
参
加
を
求
め
る
署
名
を
町
民
に
呼
び
か
け
る

こ
と
を
提
案
し
た
い
。
町
長
の
賛
同
を
求
め
る
。
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Ｎ
Ｏ
.７

 

通
告
順

 
氏
 
 
名
 

質
 
問
 
事
 
項
 

質
 
問

 
要
 
旨
 

７
．
 

田
中
 
伸
吾
 

１
．
防
災
対
策
に
つ
い
て

 
(1
)

今
年
度
防
災
訓
練
が
１
０
月
１
８
日
に
行
わ
れ
た
が
成
果

に
つ
い
て
。

・
各
地
区
の
参
加
者
は
ど
の
く
ら
い
か
。

・
実
際
に
災
害
が
発
生
し
た
と
き
、
訓
練
で
の
成
果
は
ど
の

程
度
得
ら
れ
る
と
考
え
る
か
。

２
．
上
下
水
道
の
整
備
に
つ
い
て

 
(1
)
耐
震
化
の
整
備
状
況
は
ど
う
か
。

・
進
捗
率
は
ど
れ
く
ら
い
か
。

・
今
後
の
整
備
の
計
画
は
。

・
水
道
水
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
に
つ
い
て
は
対
応
は
行
っ
て
い
る
か
。
 

３
．
保
育
所
の
環
境
整
備
に
つ
い
て

 
(1
)
３
保
育
所
の
施
設
環
境
は
充
分
で
あ
る
か
。

・
法
的
に
満
た
さ
れ
て
い
て
も
、
環
境
の
整
備
は
必
要
と
思

う
が
充
分
で
あ
る
か
。

・
浦
富
保
育
所
の
開
所
以
来
３
０
年
を
経
過
し
て
い
る
が

改
築
を
検
討
す
る
時
期
で
は
な
い
か
。
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請
願
・
陳
情
等
文
書
表

 
 
令
和
７
年
第
８
回
岩
美
町
議
会
定
例
会
提
出

 

受
理
番
号
及
び

 

受
理
年
月
日

 
所
管
委
員
会

 
件
 
名
 
及
 
び
 
要
 
旨

 
提
出
者
及
び
紹
介
議
員

 
審
査
結
果

 

請
願
第
２
号

 

令
和
７
年

 

１
１
月
２
８
日

 

総
務
教
育

 
衆
議
院
議
員
の
定
数
削
減
に
反
対
す
る
請
願

 

鳥
取
市
宮
谷
２
８
５

 

平
和
・
民
主
主
義
・
豊
か
な
暮
ら
し
を
め
ざ
す
鳥
取
県
の
会

 

代
表
世
話
人
 
村
上
 
俊
夫

 

紹
介
議
員
 
岩
美
町
議
会
議
員
 
田
中
克
美

 

請
願
第
３
号

 

令
和
７
年

 

１
１
月
２
８
日

 

産
業
福
祉

 
生
活
保
護
基
準
引
き
下
げ
違
法
の
最
高
裁
判
決
を
踏
ま

え
速
や
か
な
対
応
を
求
め
る
請
願

 

米
子
市
博
労
町
３
丁
目
４
４
－
１

 

鳥
取
県
生
活
と
健
康
を
守
る
会
連
合
会

 

会
長
 
安
田
 
共
子

 

紹
介
議
員
 
岩
美
町
議
会
議
員
 
田
中
克
美

 

請
願
第
４
号

 

令
和
７
年

 

１
１
月
２
８
日

 

産
業
福
祉

 

「
年
金
積
立
金
の
一
部
活
用
で
、
物
価
上
昇
に
見
合
う
年

金
引
上
げ
と
年
金
保
険
料
引
下
の
検
討
を
求
め
る
意
見

書
提
出
」
に
関
す
る
請
願
書

 

鳥
取
市
美
萩
野
１
丁
目
１
０
番
地

 

全
日
本
年
金
者
組
合
鳥
取
県
東
部
支
部

 

支
部
長
 
藤
原
 
章
 
 
外
２
名

 

紹
介
議
員
 
岩
美
町
議
会
議
員
 
田
中
克
美

 

陳
情
第
１
０
号

 

令
和
７
年

 

１
１
月
２
６
日

 

産
業
福
祉

 
「
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
）」

に
か
か
わ
る
陳
情

 

鳥
取
市
美
萩
野
３
－
１
０
２

 

自
治
労
連
鳥
取
県
本
部

 

執
行
委
員
長
 
植
谷
 
和
則

 

要
請
第
１
号

 

令
和
７
年

 

１
１
月
２
６
日

 

産
業
福
祉

 
ケ
ア
労
働
者
の
大
幅
賃
金
引
き
上
げ
を
求
め
る
要
請
書

 

鳥
取
市
美
萩
野
３
－
１
０
２

 

自
治
労
連
鳥
取
県
本
部

 

執
行
委
員
長
 
植
谷
 
和
則
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衆
議
院
議
員
の
定
数
削
減
に
反
対
す
る
請
願

 

請
願
者

 

鳥
取
市
宮
谷
２
８
５

 

平
和
・
民
主
主
義
・
豊
か
な
暮
ら
し
を
め
ざ
す
鳥
取
県
の
会

 

代
表
世
話
人
 
村
上
 
俊
夫

 

紹
介
議
員
 
岩
美
町
議
会
議
員
 
田
中
克
美

 

受
理

 
 
 
請
願
第
２
号
 
 
令
和
７
年
１
１
月
２
８
日

 
取
扱
者

 

付
議

 
 
 
令
和
７
年
１
２
月
２
３
日
 
 
第
８
回
岩
美
町
議
会
定
例
会

 

付
託

 
 
 
総
務
教
育
常
任
委
員
会

 

採
否

 
 
 
令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日

採
択
 
 
不
採
択

 

処
理

 
 
 
令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日

へ
送
付
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衆議院議員の定数削減に反対する意見書(案) 

 自民党と日本維新の会は 11 月 12 日、衆議院の議員定数削減に関する協議を

開始しました。これは自民党と日本維新の会の政権協議の 1 丁目 1 番地とされ

るもので、両党は臨時国会での成立を狙っています。とりわけ維新は「比例代

表 50 削減」を主張しています。 

 こうした動きは、「身を切る改革」の美名に隠れて、国民の批判が大きい企

業・団体献金、裏金問題への関心をそらし、議員の定数問題にすり替える“目

くらまし”です。 

 仮に維新が主張する「比例 50 減」が実現した場合、どうなるのか。東京新聞

は昨年 10 月の総選挙の得票をもとに議席数を予想しています。その結果、議席

減少率は自民党９％、立憲民主党は６％、公明党と共産党は各 25％、れいわ新

選組 33％、参政党と保守党が各 67%と、小規模政党に不利となることが明らか

です。 

 衆院選の比例代表制度は、小選挙区で多くの「死に票」が出て大政党に有利

に働くことを救済する、大切な役割を持っています。これを削れば、現在は過

半数割れしている与党に再び過半数を維持させることになるでしょう。 

 自民・維新の与党が過半数を維持すれば、医療費の削減を中心とする社会保

障の縮小、大増税とセットになった大軍拡、スパイ防止法の制定など国民負担

を拡大する政策が推し進められる懸念があります。 

 ちなみに、11 月 13 日のＴＢＳラジオ「森本毅郎スタンバイ」でこの問題を取

り上げリスナーに意見を求めたところ、「突然で論外。そもそも国会議員の数

は多くない。政党助成金をやめれば 300 億円以上の削減になる」「露骨な少数

政党つぶし。党利党略の下品な意思表示。与党だけで決められるものではない」

などの声が寄せられたそうです。また「議会は行政の監視も担っているので、

議員定数削減は民主主義の仕組みを弱め、政府や与党を利するだけ。少数意見

や地方の声が国政に届きにくくなるなど弊害しかありません」との指摘もあっ

たとのことです。 

 このような趣旨から、地方自治法第 99 条の規定に基づき意見書を提出しま

す。 

[意見書の趣旨] 

一、 衆議院議員の議員定数の削減を行わないこと 
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生
活
保
護
基
準
引
き
下
げ
違
法
の
最
高
裁
判
決
を
踏
ま
え
速
や
か
な
対
応
を
求
め
る
請
願

 

請
願
者

 

米
子
市
博
労
町
３
丁
目
４
４
－
１

 

鳥
取
県
生
活
と
健
康
を
守
る
会
連
合
会

 

会
長
 
安
田
 
共
子

 

紹
介
議
員
 
岩
美
町
議
会
議
員
 
田
中
克
美

 

受
理

 
 
 
請
願
第
３
号
 
 
令
和
７
年
１
１
月
２
８
日

 
取
扱
者

 

付
 
 
 
議

 
 
 
令
和
７
年
１
２
月
２
３
日
 
 
第
８
回
岩
美
町
議
会
定
例
会

 

付
託

 
 
 
産
業
福
祉
常
任
委
員
会

 

採
否

 
 
 
令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日

採
択
 
 
不
採
択

 

処
理

 
 
 
令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日

へ
送
付
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30



「
年
金
積
立
金
の
一
部
活
用
で
、
物
価
上
昇
に
見
合
う
年
金
引
上
げ
と
年
金
保
険
料
引
下
の
検
討
を
求
め
る

 

意
見
書
提
出
」
に
関
す
る
請
願
書

 

請
願
者

 

鳥
取
市
美
萩
野
１
丁
目
１
０
番
地

 

全
日
本
年
金
者
組
合
鳥
取
県
東
部
支
部

 

支
部
長
 
藤
原
 
章
 
 
外
２
名

 

紹
介
議
員
 
岩
美
町
議
会
議
員
 
田
中
克
美

 

受
理

 
 
 
請
願
第
４
号
 
 
令
和
７
年
１
１
月
２
８
日

 
取
扱
者

 

付
議

 
 
 
令
和
７
年
１
２
月
２
３
日
 
 
第
８
回
岩
美
町
議
会
定
例
会

 

付
託

 
 
 
産
業
福
祉
常
任
委
員
会

 

採
否

 
 
 
令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日

採
択
 
 
不
採
択

 

処
理

 
 
 
令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日

へ
送
付
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「
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
）」
に
か
か
わ
る
陳
情

 

陳
情
者

 

鳥
取
市
美
萩
野
３
－
１
０
２

 

自
治
労
連
鳥
取
県
本
部
 

 

執
行
委
員
長
 
植
谷
 
和
則

 

受
理

 
 
 
陳
情
第
１
０
号
 
 
令
和
７
年
１
１
月
２
６
日

 
取
扱
者

 

付
議

 
 
 
令
和
７
年
１
２
月
２
３
日
 
 
第
８
回
岩
美
町
議
会
定
例
会

 

付
託

 
 
 
産
業
福
祉
常
任
委
員
会

 

採
否

 
 
 
令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日

採
択
 
 
不
採
択

 

処
理

 
 
 
令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日

へ
送
付
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ケ
ア
労
働
者
の
大
幅
賃
金
引
き
上
げ
を
求
め
る
要
請
書

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
要
請
者

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鳥
取
市
美
萩
野
３
－
１
０
２

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
自
治
労
連
鳥
取
県
本
部

 

執
行
委
員
長
 
植
谷
 
和
則

 

 
受
 
 
 
理

 
 
 
要
請
第
１
号
 
 
令
和
７
年
１
１
月
２
６
日

 
 
取
扱
者

 

 
付
 
 
 
議

 
 
 
令
和
７
年
１
２
月
２
３
日
 
 
第
８
回
岩
美
町
議
会
定
例
会

 
 

 
付
 
 
 
託

 
 
 
産
業
福
祉
常
任
委
員
会

 

 
採
 
 
 
否

 
 
 
令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 
採
択
 
 
不
採
択

 

 
処
 
 
 
理

 
 
 
令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ
送
付

 

 

37



38



39



40



41



42



43



44



45



   一 般 経 過 の 報 告 

                                                      令和７年９月～１２月 

月  日 曜日 行事・事業等の概要 

９月 ９日 火 第６回岩美町議会定例会開会（～１８日） 

１８日 木 議会だより調査特別委員会 

２５日 木 例月出納検査 

２６日 金 中秋節の集い 

１０月 ３日 金 議会だより調査特別委員会 

４日 土 女性消防隊等活性化大会 

〃  〃 新温泉町制２０周年記念式典（新温泉町） 

５日 日 文化講演会＆女と男のつどい 

６日 月 鳥取県町村議会議長会役員視察（～７日・茨城県） 

８日 水 議会運営委員会 

〃  〃 岩美町戦没者合同慰霊祭 

９日 木 議会活動の在り方検討特別委員会 

〃  〃 議会だより調査特別委員会 

１０日 金 東部町議会議長会議員研修会 

１３日 月 東京鳥取県人会総会と懇親の集い（東京都） 

１４日 火 武蔵野市議会訪問（東京都） 

１５日 水 産業福祉常任委員会 

〃  〃 総務教育常任委員会正副委員長会議 

〃  〃 岩美高校学校祭（～１７日） 

１６日 木 町村監査委員全国研修会（東京都） 

１７日 金 監査委員先進地視察研修（神奈川県） 

〃  〃 東部広域行政管理組合議会議会運営委員会（鳥取市役所） 

１９日 日 岩美町ふれあい福祉大会 

〃  〃 香美町合併２０周年記念式典（香美町） 

２０日 月 総務教育常任委員会 

２１日 火 産業福祉常任委員会行政事務調査（～２３日・福岡県、佐賀県） 

２４日 金 例月出納検査 

２７日 月 東部広域行政管理組合議会運営委員会（鳥取市役所） 

〃  〃 東部広域行政管理組合議会定例会（～２８日・鳥取市役所） 

２８日 火 鳥取県町村監査委員協議会総会・研修会（水明荘） 

２９日 水 第７回岩美町議会臨時会 

〃  〃 全員協議会 

〃  〃 東部広域行政管理組合構成市町議会議長懇談会（鳥取市） 

３０日 木 全国過疎問題シンポジウム（～３１日・鳥取市ほか） 

46



１１月 １日 土 岩美中学校文化祭 

２日 日 八頭町合併２０周年記念式典（八頭町） 

〃  〃 中国・四国ブロック緊急消防援助隊合同訓練（鳥取市） 

〃  〃 中国大使館員歓迎会 

３日 月 日中友好の集い 

５日 水 総務教育常任委員会行政事務調査（～７日・東京都、千葉県） 

７日 金 令和８年度県政に要望する会（鳥取市） 

８日 土 岩美北小学校学習発表会 

９日 日 部落解放研究第５８回全国集会（～１１日・宮崎県） 

１２日 水 第６９回町村議会議長全国大会（～１３日・東京都） 

〃  〃 鳥取県選出国会議員との懇談会（東京都） 

１５日 土 田後港大漁感謝祭 

１７日 月 全国過疎地域連盟定期総会（東京都） 

〃  〃 鳥取県地域振興対策協議会過疎地域振興部会報告会（東京都） 

１８日 火 山陰近畿自動車道整備推進決起大会（東京都） 

２１日 金 鳥取県後期高齢者医療広域連合議会定例会（湯梨浜町） 

２５日 火 例月出納検査 

２８日 金 鳥取県町村議会議員研修会（湯梨浜町） 

１２月 ２日 火 総務教育常任委員会正副委員長会議 

〃  〃 産業福祉常任委員会正副委員長会議 

４日 木 議会運営委員会 

〃  〃 新議員研修（～５日） 

６日 土 関西岩美倶楽部懇談会（大阪府） 

９日 火 総務教育常任委員会 

１０日 水 産業福祉常任委員会 

１５日 月 全員協議会 

〃  〃 議会活動の在り方検討特別委員会 

１６日 火 議会運営委員会 

１９日 金 例月出納検査 

２０日 土 岩美町交通安全のつどい 
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